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京都市立芸術大学移転後跡地活用に係る優先交渉事業者選定委員会 

第１回委員会の開催について 

 

 京都市立芸術大学は、令和５年１０月に新キャンパス（下京区）に移転します。旧キャン

パス（西京区）の跡地につきましては、西京区、洛西地域の活性化のみならず、京都全体の

活性化を図るため、跡地活用の優先交渉事業者を公募型プロポーザルで選定するに当たり、

学識者や専門家、地域の方などで構成する「京都市立芸術大学移転後跡地活用に係る優先交

渉事業者選定委員会」を設け、提案内容等について審査を行います。 

 この度、「京都市立芸術大学移転後跡地活用に係る優先交渉事業者選定委員会」の第１回

委員会を開催しますので、お知らせします。 

 

記 

１ 日時 

  令和５年８月３１日（木）午前１０時～正午 

 

２ 場所 

 〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

京都市役所本庁舎１階 第１会議室 

 

３ 議題 

（１）委員長の選任【公開】 

（２）京都市立芸術大学移転後跡地活用に係る優先交渉事業者選定のための募集要項の審 

査【一部非公開】 

ア 募集要項（案）（イの部分を除く）について【公開】 

イ 予定価格、審査項目及び審査基準（案）について【非公開】 

 ※ 予定価格、審査項目及び審査基準（案）に係る審議については、京都市情報公開条例 

第７条第５号に規定する非公開情報を取り扱うため、非公開とします。 



  議題アの審議が終わり次第、傍聴者・記者には退席していただきます。 

 

４ 委員（五十音順、敬称略） 

  岡井 有佳 （立命館大学理工学部教授） 

片岡 純治 （西京区自治連合会副会長、新林学区自治連合会会長） 

小石 玖三主（西京区自治連合会会長） 

佐藤 陽子 （公認会計士） 

髙田 光雄 （京都美術工芸大学副学長、京都大学名誉教授） 

吉田 雪歩 （市民公募委員） 

 

※ 選定委員に対して、本件に関する接触を禁じます。接触の事実が認められた場合、

プロポーザルへ応募いただけなくなることがありますので、御注意ください。 

 

５ 傍聴について 

（１）傍聴定員 

９名 

（２）傍聴の受け付けは、当日の午前９時３０分から午前９時４５分まで、会場受付で行い

ます。 

傍聴希望者が定員を超えた場合は、１事業者１名までとします。それでも定員を超え

る場合は、抽選により傍聴者を決定します（この場合でも１事業者１名までとします。） 

 

６ 今後の予定 

  選定委員会での募集要項等の審議結果を踏まえ、公募を開始し、応募のあった提案につ

いて選定委員会で審査を行い、優先交渉事業者の選定を行います。 

 

７ 問い合わせ先 

  行財政局資産イノベーション推進室（電話：２２２－３２８４） 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】京都市立芸術大学の概要 

１ 所 在 地 京都市西京区大枝沓掛町１３番地６ 

２ 面 積 68,601 ㎡ 

３ 主な構造物 中央棟、大学会館、新研究棟等 

４ 位 置 図 

 

 


